
皿．時事問題

1．新自由主義「改革」下の教育政策

藤田　和也

　本稿は、1998年12月にスポーツ科学共同研究

室の時事問題検討会において、上記のテーマで報

告（当時の諸論を紹介）したものの再録であり、

その後の動向を加味してはいない。

1．　最近の教育政策の動向

　このところ、橋本内閣が新自由主義体制への転

換をもくろんで打ち出した6大改革の一環として

の教育改革（資料参照）が、矢継ぎ早に進められ

ている。まず、この2、3年の教育政策動向を、

文部省の教育政策関連文書を中心に眺めるこ，とに

したい。以下は、教育政策関連文書の年譜である。

　　g6．7生涯学習審議会答申「地域における生涯学習機会の充実方策について」

　　　　生涯学習社会の実現、大学・学校の開放、民問活力の活用、利用者の経費負担

　　g6．7財政制度審議会「財政構造改革を考える一明るい未来を子どもたちに」

　　　　　　国の教育費支出の削減（教科書無償措置、教育補助金、私学助成等の見直し、国立

　　　　　大学学部別授業料の導入、育英奨学金の返還免除等の見直し）を提案（石弘光監修『財

　　　　　政構造改革白書』96．且0）

g6。7第15期中央教育審議会答申（第1次答申）r21世紀を展望した我が国の教育の在り方につい

　　て」

　　　　　「生きるカ」と「ゆとり」をキーワードに、学校教育のあり方、学校・家庭・地域の連

　　　携などについての諸施策、「学校のスリム化』（経済同友会の「学校から『合校』へ195．4の

　　　提言を採用）

　g6．12地方分権推進委員会第1次勧告r分権型社会の創造」

　　　　　　「明治以来続いてきた中央集権型行政システム」の地方分権型への転換、「国と地方

　　　　　の役割分担」

97，1文部省r教育改革プログラム」

　　　中高一貫教育制度の導入、大学入学年齢制限の緩和、通学区域の弾力化、

　　　高等学校における学校外の体験的活動（ボランティア）の単位認定、

　　　完全学校五日制の2003年からの実施、教員養成カリキュラムの改善、

　　　地方教育行政システムの改善、大学・高校入試の改善、

　　　高等教育機関の活性化（大学改革の推進・大学院の充実強化・任期制など）

g7．6第16期中央教育審議会答申（第2次答申）

　　　中高一貫教育の選択的導入、大学へのr飛び入学」の容認、

　　　学校制度の複線化・柔軟化・弾力化、学校選択の拡大

　　97．7地方分権推進委員会第2次勧告r

　　　　　　専門職員等の配置や付属機関の設置などのr必置焼制」の緩和

　　　　　　「権限」委譲と合わせてr負担」の移譲
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97．7教育職員養成審議会第1次答申

　　　教員養成カリキュラムの改革（教職科目の重視＝教職専門科目19→31単位へ増、教科に関

　　する専門科目40→20単位へ減。開放性の危機！）

98，3中教審・地方教育行政小委員会（中間報告）

　　　校長権限の拡大、教育長の任命承認制の廃止と議会での同意導入など学校裁量の拡大を

　　　提言
98．3　中教審「幼児期からの心の教育の在り方について」（中問報告）

　　　　子どもの「心の教育」にっいて86項目（家庭33、学校32、地域社会21）を提言

　　98．7社会経済生産性本部・教育改革中間報告

　　　　　　公立小中学校の校区制の廃止、高等学校学力検定試験の導入、

　　　　　　大学入試・大学定員制の廃止などを提案

98．7教育課程審議会答申

　　　　時間数「縮減j、教育内容r厳選」、小学高学年からの選択学習や習熟別学級編成が可能、

　　　　中学校で選択授業の大幅拡大、r総合的な学習の時問」の新設、特色のある教育・学校づく

　　　　りの強調

989　中教審・地方教育行政制度に関する答申

　　　　教育行政の分権化、学校の自主性確立、住民参加、教育長任免承認制廃止、校長の権限

　　　　強化、学校評議会の導入

98．n小学校・中学校の学習指導要領案、幼稚園教育要領案を公表

2．今日の政府主導の「教育改革」どうみ

　　るか

　近年の「教育改革」攻勢の特徴を、乾彰夫は端

的に次のように述べる。

　　この2年ほど、目本の公教育は戦後改革以来

　かつてないラディカルなr教育改革」攻勢にさ

　らされている。学校スリム化（中教審第一次答

　申）、通学区弾力化等による学校選択の拡大（「教

　育改革プログラム」等）、公立中高一貫校の選

　択的導入を含むr複線型」学校体系（中教審第

　二次答申）など一連の攻勢は、戦後の公教育体

　制一単線型の公立学校制度をとおしてすべて

　の子どもについて全国的に平等・共通の教育を

　提供すること一を大きく転換させようとして

　いるといっていい。そしてその基本コンセプト

　は、「選択の自由」というキーワード（中教審

　第二次答申）に象徴されるような新自由主義

　理念である。（乾彰夫r新自由主義『改革』の

　現段階」『教育』lgg83〉

　また、渡辺は、その政治的背景について次のよ

うに指摘する。

　第一次、第二次中教審答申が出され、教育改

革の動きが急である。……この「教育改革」

が橋本内閣の「六大改革」のひとつにつけ加え

　られたこと、また、現在の教育改革がr公教育

のスリム化」という特定の内容と方向をもって

　いること、さらに他でもなく文部省の教育改革

にたいする方針が90年代に入って80年代まで

のそれとは大きく変貌していることなどにっい

て、たんに教育困難の解決をめぐる試行錯誤の

結果という視点からだけで説明できない。

　今日の教育改革浮上の背景には、文部省や中

教審といった主体のみでなく、教育に不満を昂

進させ改革を切望している財界の圧力と政治の

追随を見なければならない。

　今目の教育改革は結論をいえば、日本企業の

　多国籍化にともなう支配層の既存政治や制度さ

　らには社会構造の体系的改革の一環として登場

　しており、公教育の縮小により、既存企業仕会

的統合の再編を指向しているように見える。（渡
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辺治「支配層の21世紀戦略と教育改革」『教

育』1997，9）

3。90年代の文部省の教育政策のr転換」

　　をめぐって

　1980年代の中曽根「臨教審」の審議過程では、

文部省と自由化論者との綱引き状態があり、最終

的には文部省がやや引き戻した感があったが、gO

年代は文部省の自由化論への「屈服」が起こった

という見方がある。前出の渡辺は次のように言う。

　　80年代臨教審改革の際には、管理主義の拠

　点として自由化派に立ち向かった文部省の転向

　と、自由化論への屈服が起こったのである。も

　っとも、この文部省の教育政策の転換は一気に

　起こったのではなく、おおむね二段階を経て生

　じてきたと思われる。

　第1段階　90年代初頭に文部省が新しい学

　　力観を提起し、業者テスト追放に踏み

　　切った時点（管理主義的対策の破綻を自

　　覚し、r教育の多様化」路線を強める）。

　　教育内在的な過渡的な改革。

　第2段階　第15期中教審答申におけるr学

　　校スリム化」。財界の強烈な圧力（公教

　　　育の縮小）

（渡辺治　前掲論文）

　この分析に対し、久冨善之は文部省の全面的屈

服とはとらえない見解を提示している。

　　財界の「自由化・規制緩和」要求に、管理・

　統制派の文部省が「屈服した」という分析もあ

　る。しかしたてまえでどんなに「屈服」やr方

　向転換」をしたように見えても、文部省が戦前

　からの全国的官僚統制体制をその後も維持する

　ことに戦後改革時から今日までどれほどしぶと

　く立ち回り腐心してきたことか。日本の官僚機

　構が徹底的な国民的批判にさらされないまま

　に、その権益をやすやすと手放すことは考えら

　れない。

　（以下、同論文の脚注より）渡辺論文は、今日

　の教育政策動向の政治的・経済的背景を資本の

　多国籍企業か段階の問題として摘出して示唆深

　いが、そのr二段階の転向」過程で、r自由化」

　論の側にも変質が起こっていないか。たとえば、

　同論文で「歴史的な早産」とされる臨教審時代

　の「八O年代自由化論」は、英・米での論調に

　も乗って「教育の官僚統制批判」「文部省解体』

　をはっきり主張していた。（久冨善之「教育改

　革における統制と緩和と参加・自治」『教育』

　1998．3）

　さらに久冨は、同論文で、今日の教育改革の状

況を、文部省のr官僚統制』、財界の「規制緩和」

要求、住民・父母・教師の「参加・自治jの、3

者のせめぎあいの状態としてとらえ、次のように

述べる。

　　ともあれ、筆者がここで言いたいことは、現

　在の教育改革をめぐって「官僚統制」と「規制

　緩和」とそして「参加・自治」の三っのファク

　ターがせめぎあっているということである。だ

　から、「規制緩和」ということで、個別学校の

　裁量権の拡大とか、さまざまの統制の柔軟化な

　どが上から出てきても、それで「民問教育運動

　側の主張が取られた」などとたじろぐ必要はな

　く、そこでいかに下からの自治や本物の参加が

　むしろ排除されているか、であるがゆえに実は、

　それが統制の事実上の温存にっながっていくか

　を正確に見ていけばよいと考える。同時に上か

　らのr改革」路線が統制柔軟化を出してくる状

　況は、そこに私たち民間側にとっての新しい可

　能性も生まれていると思う。……

　　したがって、官僚機構が既得権益にしがみつ

　いて手放せないことが特徴の「日本型焼制緩和」

　路線において、支配層のなかに「教育改革」に

　関する正反対方向間のr綱引き」とrありうべ

　からざる妥協」があるという矛盾状況は、それ

　らをのり越えて新しい教育あり方の実現をめざ

　す人々に、今までにない可能性の時代、民主的

　なイニシアティブの形成可能性の時代を開いて

　いるのである。

　（久冨善之　前掲論文）
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4．文部省の教育課程行政のr揺れ」とr行

　　き詰まり」

　こうした矛盾状況のなかで引き続き国家統制の

枠内にとどめようとする文部省の教育課程行政に

も、ある種の揺らぎや行き詰まりがほの見える。

この点を指摘した二人の論稿から紹介しよう。

　まず、前出の乾は、教課審答申に揺れる学校像

を見る。

　　教課審答申を読み通して、まず第一に感じる

　ことは、そこに描かれている「学校像」が揺れ

　ていることである。中教審第一次答申（1996．7）

　やとりわけ財界（たとえば経済同友会r学校か

　ら『合校』へ」1995．4）などからはラディカル

　な「学校スリム化」論がこれまでに提起されて

　いた。そこでは従来、学力形成以外にも学校が

　になってきた広い意味での教育的機能のかなり

　の部分を、家庭・学校などの学校外に押し出す

　ことが主張されていた。しかし、今回の教課審

　答申冒頭の「基本的考え方」で描かれる学校像

　は、これらとはかなり異なる。すなわちそこで

　は、……現在ある学校生活全体のもっ教育的

　　意義が強調されている。

　　　　「スリム化」「分権化」「規制緩和」「市

　場化」など、激しいr新自由主義改革」攻勢の

　なかで、教課審答申はかなりr保守的」な位置

　にとどまっているといっていい（ただしここで

　「保守的というのは政治的保守という意味では

　ない）。これは、……今日の教育政策をめぐ

　る「支配層1の複雑なヘゲモニー争いの一断面

　を示しているものであろう。（乾彰夫r教課審

　答申の描く高校像と高校教育ダンピング」『高

　校のひろば』Vo1．301998．12）

　さらに久冨は、強力な統制によって「学校知識」

の行き詰まり状況を生み出している文部省の教育

課程行政の「犯罪性」を厳しく指摘している。

　　日本の学校知識をオフィシャルに（国家法制

　上で公式に）規定するr学習指導要領」のレベ

　ルでは、ここ三〇～四〇年の間、度重なるr精

　選」のかけ声にもかかわらず、確実に「過密化

　と難化」がすすんでいるのである。これは、集

会や雑誌上で表明されている多くの教師たちの

実感とも符合していると思う。っまり、教科書

の内容は増え続け、全体として過密になる、難

しいものが下の学年に降りてくる、小学校低学

年が特別に過密になる、というあの最悪の状況

のことである。

　だとするとこの点で、中央教育官僚機構はr教

育知識の自己肥大化を制御して適度に保つ」と

いう大事な課題が果たせない犯罪的な「無力さ」

を露呈している。それでいて彼らは、この不適

切なr過密カリキュラム」を子どもと現場に押

しっける点では、「強力な」官僚統制のカを発

揮してきたのだから、彼らの犯罪性はまさに二

重である。

　　　・学校知識のrテスト目的化」からr形

骸化・苦役化・離脱化」ということがらの流れ

において、オフィシャルなレベルでの学校知識

の強力な「国家（官僚）統制」と、杜会過程レ

ベルでの学力・学歴獲得競争の激化（「競争の

教育」の支配）とは、表裏一体、完全な共犯関

係にあったのである。……学校知識が、オフ

ィシャルなレベルで画一統制された性格であっ

たことが、社会過程レベルの獲得競争の一元的

な激化の絶好の条件となってしまい、また競争

激化が「国家による画一的統制」をr自明視・

当然視」する意識を一般化するカになってしま

ったのである。

（久冨善之r学校知識の行き詰まりと再生との岐

路」『教育』1998，l　l）
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心の教育を充実する

主　要　事　項

く幼児期からの心の教育の充実》

国民的機運の醸成

○家庭におけるしつけの充実
①母子保健の槌会を活用した家庭教胃へ

の支援（厚生省との連㈲

②父親の家庭教育への参加の促進

O地域社会の力を活用
①地域での子育てを支援

②子どもの体験機会の充実

③斉害惰報への取組

O学校は心を育てる場に
①遵働育の改善充実

②カウンセリグの充実

③問題行動への毅然とした燃

O　生きる力の育成とゆとりある

学校生活の実現

完全学校週5日制の実施

（◇敏育内容の厳選・見直し◇浸粟時間数の削凝

【当初予定よリ1年早めて実施】

O　子供の悩みを受け止められる
教員の菱成

①養成カリキュラムの改善

②社会人の轍への活用の腿

③教員の資質の萬度化の検討（大学院修

士謝呈の積霞的活駒

④獲成・研修段階における教員の社会体

験の推進

個性を伸ばし多様な選

主　要　事　項

O　中高一貫教育制度の導入
中等教育学校の創殴など学校制度の多槌

化

O　大学入学年齢制限の緩和

（篇蟹、，輯i嘲〉

O　大学入試・高校入試の改善

O　専門掌校卒業者の大学への編

入学

O　公立小・中学校の通学区域の

弾力化

O　幼稚園と保育所の連携強化
①施設の共用化等聾力的運用の確立

⑦教育内容、敦隠員研修琴について遅携

強化

3“995『■■圏■一一一■一曜文　　部　　広　　報■一』■■■一■■■’職1・仔7月0日－

　　　　　　　　　　　　載，1隼、プ1』、回三グ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイムスケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中教審諮問→中醐告→答　申→所要の施策の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成9年B月4B）　　　　　〔平成IO年3月31日）　　　　　（平成10年6月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓　特．平卿年駄瀞．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成10年度顯施策の実施　糠欝砦薔轡（補正予算にて播置）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭教育カウンセラー活用留査研究　　　　　　　　　　　O安全な学校のための再点険

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供のr心の鮪」姻ア勉ンプラン等　　o道律敦育の改善艘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O「心の教室」の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0「心の教室椙談員』によるカウンセリングの充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　教育諜程審議会で審議　　　　　　答　　　申　　　　　　省令改正・　　　　教科書編集・
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成1・年6月2塒議まとめ1→（平成脚月末を糊→指醸賠示→齪．採択

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成10年度中を目途）　　　（平成U～13年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　ll羅i劉一から完全学校一新磁施

　　　　　　　　　　　　　　　　蟹難幣議絢錨朧評案鵡．騰欝ウ大灘欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平零鮒剛　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会人活用の拡大については．　　　　　　　　　　　平成冒年度ぶら、新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成10年了月から実施　　　　　　　　　　　　　　力リキュラム移行

　　　　　　　　　　　　　　　　轍購翻擁御一答申（平成10年10朧目途）→歴璽璽

　　　　　　　　　　　　　　　　④所要施策の実施〔教賊成における介護等体験の導入｛介謹等体験特例淘・社会体験研修の拡知

個性を伸ばし多様な選択ができる学校制度を実現する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイムスケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育法等改正案提出
　　　　　　　　　　　　　　　　中教審答申
　　　　　　　　　　　　　　　　｛平成9集5月26日）一一一一一一う＞　　　（通需国会）　　　一一一→平成U年度から各県等で整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成10年6月5日成立）

　　　　　　　　　　　　　　　　怠成舞，諸，、誌一一一一一夢［璽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1重麺霧麺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育譲等改正案堤出

　　　　　　　　　　　　　　　　大学審識会答申
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成9年12月1B日）”一一一一→＞　　　（通常国会）　　　一r一一一→》平成11年度から実施可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成10年6月5日成立）

（①、難、麟盟畿臨、，一一一→薩か自各棚県で亟塑

　　　　　　　　　　　　一64一

　　　　歴　　　　　　　　　　　　村への通知解蝕躾施闘集の作成．’国颯育会館の隅報ネ，トワークの翻

　　　　　　　一ロー
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主要

0主体性のある

①脹のリーダーシ

②学校運営システム

③父騨住民の意見

学校づくリ

O地方が責任を

実現（教育の

◇文部省は学習脂導

校教育の基本的事

◇具体的な学腿営

学校や教育委員会

〔その他、教韻の

0自由で闊達な

公民眩、図雑

しなど

主要

021世紀の大学
①大学院割度の改

②学部教育の充実

③大学の組織運営

④大学の客観的な

0柔軟な高駒
①通信亀吠学院の

②マルチメディア

③絞地面積基準の

④大学における秋

⑤大学以外の教育

単位認定など

0学術研究と弄
合的展開の嘘

1檸飾創造立

の充実

O産学連携に
①大学における研

の促進

②産学官の共同研

ム

文　　　　岩巳 広 報　一炉995号ロ■■■（2｝■■■匪

現場の自主性を尊重した学校づくりを促進する

事項

主体性のある学校運営の実現

③父母や住民の意見を反映する開かれた

地方が責任をもつ行政制度の

縢難ill難1／

自由で闊達な社会教育の推進

公民眩　図書館等の必置畏制の見直

タイムスケジュ　ル

答　申

（平成10年夏頃） 一［麺璽

中教審諮問
（平成9年9月30日）

　　　　　　＼，，，，

　　　　　　　　　　　　、平＿旧、→諜灘1諾彊璽劃

生繍慧㌦・平灘・・→葺鑑欝→睡璽1

大学改革と研究振興をすすめる

事項

③大学の組織運営システムの見直し

④大学の客観的な評価システムの確立

タィムスケジュ　ル

大学審議会諮問　　　　　中間まとめ　　　　　　　答　申
　　　　　　　　→　　　　　　→（平成9年10月31日｝　　　　（平成10年6月〕e日》　　　　（平成10年10月頃目途）→ 1璽

④大学における秋季入学の導入の促進

⑤大学以外の教育施設等における学修の

学術研究と科学技術研究の総

科学技術創造立国の実現のための施策

①～③

灘暑講→唖璽遍璽］→隔唖褻
　　　1　　　　▲

融賠・ケ年計画幽一唖δ産璽弼

灘鷺締鵠一→（難離霧） 　　　　　答申
→　　　　　　一→　　　　（平成ll年夏頃）

1磯策郵

　産学連携による研究の活性化

①大学における研究成果の民間への移転

②産学官の共同研究施設の整匿の促進

嘩褻国会壁1〔麟髪難離騰購複立、〕

ρ
）6　

一


